
第８地区教科用図書採択教育委員会協議会規約 
 
 
（名 称） 

第１条  この協議会は、「第８地区教科用図書採択教育委員会協議会」（昭和39年５月
４日道教委告示第90号）（以下「協議会」という。）と称する。 

 
（目 的） 

第２条  協議会は、採択地区内の市町村立義務教育諸学校の児童生徒が使用する教科用
図書について「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」（昭和38年12
月21日 法律第182号）第13条第１項、第４項及び第５項の定めるところにより協議
して、学習指導要領の目標や内容を踏まえ、それぞれの地域の実態に応じて、種目ご
とに一種を決定する。 

２  協議会を構成する各市町村教育委員会は、協議会が種目ごとに決定した教科用図書
を採択しなければならない。 
 
（構 成） 

第３条  協議会は、採択地区内の各市町村教育委員会の代表者（以下「委員」という。）
１名をもって構成する。 

２ 前項に掲げる採択地区内の各市町村教育委員会とは、次に掲げるものとする。 
 ⑴ 稚内市教育委員会 
 ⑵ 猿払村教育委員会 
 ⑶ 浜頓別町教育委員会 
 ⑷ 中頓別町教育委員会 
 ⑸ 枝幸町教育委員会 
 ⑹ 豊富町教育委員会 
 ⑺ 礼文町教育委員会 
 ⑻ 利尻町教育委員会 
 ⑼ 利尻富士町教育委員会 
 ⑽ 幌延町教育委員会 
 
（役 員） 

第４条  協議会に次の役員を置く。 
  ⑴ 会長１名 
⑵ 副会長１名 
⑶ 監事２名 

２  役員の決定は、毎年度委員の互選とする。 
３  会長は会務を総理する。 
４  副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 
５  監事は会計事務を監査する。 
 
（事務局） 

第５条 協議会に、その事務を整理するため、事務局を置く。 
２  事務局は、会長の所属する教育委員会に置くものとする。 
３  事務局に事務局長１名と事務局員を若干名置く。 
４  事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。 
５  事務局長は、会長の命を受け事務局の業務を総括する。 
６  事務局員は、事務局長の命を受け事務局の業務に従事する。 
 
（運 営） 

第６条  協議会は会長が招集する。 
２  協議会は次条に定める調査委員会の報告に基づき、教科用図書を種目ごとに一種決



定するための協議を行う場合は、委員全員の出席によらなければならない。また、議
決にあっては、原則として委員会全員の一致によらなければならない。なお、委員に
事故ある時は、当該委員の指定する代人を出席させなければならない。 

３ 前項の協議が整わない種目があるときは、委員が選定すべきと考える教科用図書に
ついて委員の意見を求めた後、それぞれの委員が選定すべきと考える教科用図書に投
票を行い、多数決により選定する。ただし、多数決の結果、可否同数となった場合は、
協議の経過を勘案し 会長がこれを決する。 

４  第２項以外の協議会は、委員の３分の２以上が出席したときに成立し、出席委員の
過半数により議決することができる。 

５  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要事項は、会長が協議会に
諮って定めるものとする。 
 
（調査委員会） 

第７条  協議会は必要とする年度のつど、「教科用図書調査委員会」（以下「調査委員
会」という。）を設ける。 

２ 調査委員会は、教科用図書に関する専門的な調査研究を行い、その結果を協議会に
報告するとともに、必要に応じて調査研究した教科書について協議会に意見を述べる
ことができる。 

３  調査委員は次の各号に掲げるもののうちから選任する。 
  ⑴ 採択地区内の市町村立義務教育諸学校の校長、教頭及び教諭並びに採択地区内の

市町村教育委員会の指導主事及びその他学校教育に専門的な知識を有する職員。 
⑵ 採択地区内に居住する学識経験者及び保護者。 

４  調査委員は、その者が属する市町村教育委員会の推薦に基づき協議会が委嘱する。 
５  調査委員の欠格事項は次のとおりとする。 
  ⑴ 昭和39年２月14日文初教第96号文部省初中局長通知「義務教育諸学校の教科用図

書の無償措置に関する法律の施行にともなう事務処理について」のⅡの２に掲げる
者。 

６ 調査委員の定数その他調査委員に関し必要な事項は、協議会が必要とする年度のつ
ど、別に定めるものとする。 

 
（情報開示） 

第８条  採択の理由及び調査委員会から協議会に報告された資料並びに協議会及び調
査委員会の委員名については第３条第２項に定める採択地区内の各教育委員会の採
択終了後、遅滞なく公表する。 
 
（経 費） 

第９条  協議会に関する経費は、協議会を構成する市町村教育委員会の負担金をもって
あてる。 

２ 前項に定める負担金は、当該年度の事業所要額のうち、35％を定額負担とし、65％
を構成市町村の前年度基準財政需要額に応じて按分し、それらを合計して算出するもの
とする。 
 
（改 廃） 

第10条  この規約は協議会にはかって定める。 
 
（附 則） 

  この規約は、平成 ４年５月２０日から施行する。 
  この規約は、平成１１年５月１４日から施行する。 
  この規約は、平成１２年７月１４日から施行する。 
  この規約は、平成１３年５月 ８日から施行する。 

この規約は、平成１５年７月２４日から施行する。 



この規約は、平成１６年５月１８日から施行する。 
この規約は、平成２３年５月１３日から施行する。 
この規約は、平成２７年４月１４日から施行する。 


